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１. 計画の推進体制  
 

本計画を推進していくためには、市民、事業者、関係行政機関（道路管理者、県、警察、市）が、

協働により自転車の活用の推進に取り組んでいくことが重要です。このため、「富士市自転車活用推

進懇話会」を設置し、推進状況の共有を図りながら、相互に連携・協力をしていきます。 

 

・本計画の取組が円滑に推進できるような体制を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 6－1 計画の推進体制 
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２.計画の進行管理 
 

本計画における各施策を着実に推進するため、PDCAサイクルの考え方に基づき、個々の施策の進捗

状況を点検・評価し、必要に応じて見直しを図っていくことにより、計画の適切な進行管理を行いま

す。 

 

・計画の適切な進行管理を行うため、PDCA サイクルを実施し、「富士市自転車活用推進懇話会」と連

携して計画の進捗管理を行い、自転車の活用の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 6－2 PDCAサイクル概要図 
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